
Ⅵ　職員の福祉及び利益の保護の状況（令和６年度）

１　職員の福祉制度

（令和6年度　 認定件数 1 件）

２　職員の健康診断の状況（令和6年度）

３　不利益処分に関する不服申立ての状況（令和6年度）

項目 実施主体 概要

職員が公務上労働災害を受けた場合、地方
公務員災害補償法に基づく補償を受けます。公務災害補償制度 地方公務員災害補償基金

短期給付、長期給付及び保健事業等を行って
います。
※各共済組合制度による

定期健康診断 西海市役所224人

長崎県市町村職員共済組合

公立学校共済組合長崎支部

実施主体

共 済 制 度

受診者数項目

長崎県市町村職員共済組合

内容 件数

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求

職員に対する不利益な処分についての不服申立て 0件

0件

人間ドック（1日、２日） 142人


